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１ 労働時間等設定改善指針の一部を改正する告示に関する参照条文 

 
 

○労働基準法（昭和 22 年法律第 49 号）抄 
（公民権行使の保障） 

第七条 使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利

を行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合にお

いては、拒んではならない。但し、権利の行使又は公の職務の執行に妨げ

がない限り、請求された時刻を変更することができる。 
 
（年次有給休暇） 

第三十九条 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全

労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働

日の有給休暇を与えなければならない。 
２ 使用者は、一年六箇月以上継続勤務した労働者に対しては、雇入れの日

から起算して六箇月を超えて継続勤務する日(以下「六箇月経過日」という。)
から起算した継続勤務年数一年ごとに、前項の日数に、次の表の上欄に掲

げる六箇月経過日から起算した継続勤務年数の区分に応じ同表の下欄に掲

げる労働日を加算した有給休暇を与えなければならない。ただし、継続勤

務した期間を六箇月経過日から一年ごとに区分した各期間(最後に一年未満

の期間を生じたときは、当該期間)の初日の前日の属する期間において出勤

した日数が全労働日の八割未満である者に対しては、当該初日以後の一年

間においては有給休暇を与えることを要しない。 
六箇月経過日から起算した継続勤務年数 労働日 
一年 一労働日 
二年 二労働日 
三年 四労働日 
四年 六労働日 
五年 八労働日 
六年以上 十労働日 

３ 次に掲げる労働者(一週間の所定労働時間が厚生労働省令で定める時間以

上の者を除く。)の有給休暇の日数については、前二項の規定にかかわらず、

これらの規定による有給休暇の日数を基準とし、通常の労働者の一週間の

所定労働日数として厚生労働省令で定める日数(第一号において「通常の労

働者の週所定労働日数」という。)と当該労働者の一週間の所定労働日数又
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は一週間当たりの平均所定労働日数との比率を考慮して厚生労働省令で定

める日数とする。 
一 一週間の所定労働日数が通常の労働者の週所定労働日数に比し相当程

度少ないものとして厚生労働省令で定める日数以下の労働者 
二 週以外の期間によつて所定労働日数が定められている労働者について

は、一年間の所定労働日数が、前号の厚生労働省令で定める日数に一日

を加えた日数を一週間の所定労働日数とする労働者の一年間の所定労働

日数その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める日数以下の労働者 
４ 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があると

きはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働

者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定

めた場合において、第一号に掲げる労働者の範囲に属する労働者が有給休

暇を時間を単位として請求したときは、前三項の規定による有給休暇の日

数のうち第二号に掲げる日数については、これらの規定にかかわらず、当

該協定で定めるところにより時間を単位として有給休暇を与えることがで

きる。 
一 時間を単位として有給休暇を与えることができることとされる労働者

の範囲 
二 時間を単位として与えることができることとされる有給休暇の日数

（五日以内に限る。) 
三 その他厚生労働省令で定める事項 

５ 使用者は、前各項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与え

なければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事

業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることが

できる。 
６ 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場

合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場

合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、第

一項から第三項までの規定による有給休暇を与える時季に関する定めをし

たときは、これらの規定による有給休暇の日数のうち五日を超える部分に

ついては、前項の規定にかかわらず、その定めにより有給休暇を与えるこ

とができる。 
７ 使用者は、第一項から第三項までの規定による有給休暇の期間又は第四

項の規定による有給休暇の時間については、就業規則その他これに準ずる

もので定めるところにより、それぞれ、平均賃金若しくは所定労働時間労

働した場合に支払われる通常の賃金又はこれらの額を基準として厚生労働



 

4 
 

省令で定めるところにより算定した額の賃金を支払わなければならない。

ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合に

おいてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合に

おいては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、その期

間又はその時間について、それぞれ、健康保険法(大正十一年法律第七十号)
第四十条第一項に規定する標準報酬月額の三十分の一に相当する金額(その

金額に、五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未

満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。)又は当該金

額を基準として厚生労働省令で定めるところにより算定した金額を支払う

旨を定めたときは、これによらなければならない。 
８ 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間及

び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法

律第二条第一号に規定する育児休業又は同条第二号に規定する介護休業を

した期間並びに産前産後の女性が第六十五条の規定によつて休業した期間

は、第一項及び第二項の規定の適用については、これを出勤したものとみ

なす。 
 
 
 
○裁判員の参加する刑事裁判に関する法律（平成 16 年法律第 63 号）抄 

（不利益取扱いの禁止） 
第百条 労働者が裁判員の職務を行うために休暇を取得したことその他裁判

員、補充裁判員、選任予定裁判員若しくは裁判員候補者であること又はこ

れらの者であったことを理由として、解雇その他不利益な取扱いをしては

ならない。 
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○労働時間等設定改善指針（平成 20 年厚生労働省告示第 108 号） 
我が国は、経済的地位においては世界有数の水準に達したが、その経済的

地位にふさわしい豊かでゆとりある労働者生活の実現については、多くの課

題を抱えてきた。 
このような中で、労使の真しな取組により労働時間の短縮は着実に進み、

近年においては、1,842 時間（平成 18 年度）となり、過去に労働時間短縮の

目標として掲げられてきた年間総実労働時間 1,800 時間の目標をおおむね達

成することができた。 
しかしながら、その内実を見ると、全労働者平均の労働時間が短縮した原

因は、主に、労働時間が短い者の割合が増加した結果であり、いわゆる正社

員等については、平成 18 年度においては 2,024 時間となっており、依然とし

て労働時間は短縮していない。一方、労働時間が長い者と短い者の割合が共

に増加し、いわゆる「労働時間分布の長短二極化」が進展している。また、

年次有給休暇の取得率は低下傾向にある。さらに、長い労働時間等の業務に

起因した脳・心臓疾患に係る労災認定件数は高水準で推移している。そして、

急速な少子高齢化、労働者の意識や抱える事情の多様化等が進んでいる。 
このような情勢の中、今後とも労働時間の短縮が重要であることは言うま

でもないが、全労働者を平均しての年間総実労働時間 1,800 時間という目標

を用いることは時宜に合わなくなってきた。むしろ、経済社会を持続可能な

ものとしていくためには、その担い手である労働者が、心身の健康を保持で

きることはもとより、職業生活の各段階において、家庭生活、自発的な職業

能力開発、地域活動等に必要とされる時間と労働時間を柔軟に組み合わせ、

心身共に充実した状態で意欲と能力を十分に発揮できる環境を整備していく

ことが必要となっている。 
このような考え方は、仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の

推進という観点から、平成 19 年 12 月に策定された「仕事と生活の調和（ワ

ーク・ライフ・バランス）憲章」（平成 19 年 12 月 18 日ワーク・ライフ・バ

ランス推進官民トップ会議決定。以下「憲章」という。）及び「仕事と生活の

調和推進のための行動指針」（平成 19 年 12 月 18 日ワーク・ライフ・バラン

ス推進官民トップ会議決定。以下「行動指針」という。）においても盛り込ま

れているところである。 
憲章においては、国民的な取組の大きな方向性を示すものとして、仕事と

生活の調和の緊要性についての共通認識を整理した上で、仕事と生活の調和

が実現した社会とは、「国民一人ひとりがやりがいや充実感を感じながら働き、

仕事上の責任を果たすとともに、家庭や地域生活などにおいても、子育て期、

中高年期といった人生の各段階に応じて多様な生き方が選択・実現できる社
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会」であり、具体的には、「[1]就労による経済的自立が可能な社会」、「[2]健
康で豊かな生活のための時間が確保できる社会」及び「[3]多様な働き方・生

き方が選択できる社会」を目指すべきであるとし、その実現に向けた関係者

の役割を明示している。また、行動指針においては、事業主や労働者及び国

民の効果的な取組並びに国や地方公共団体の施策の方針を示している。 
さらに、憲章及び行動指針においては、事業主及びその団体（以下「事業

主等」という。）並びに労働者の役割について、個々の企業の実情に合った効

果的な進め方を互いに話し合い、生産性の向上に努めつつ、職場の意識や職

場風土の改革をはじめとする働き方の改革に自主的に取り組み、民間主導に

よる仕事と生活の調和に向けた気運を醸成することが重要であることを示し

ているところである。 
これらの趣旨を踏まえ、この指針においては、労働時間等の設定の改善に

関する特別措置法（平成４年法律第 90 号。以下「法」という。）第４条第１

項の規定に基づき、事業主等が、労働時間等の設定の改善について適切に対

処するために必要な事項について定めるものである。 
１ 労働時間等の設定の改善に関する基本的考え方 

(1) 労働時間等の設定の改善を図る趣旨 
  労働時間等の設定の改善を含めた仕事と生活の調和の実現に向けた

取組は、少子化の流れを変え、人口減少下でも多様な人材が仕事に就け

るようにし、我が国の社会を持続可能で確かなものとするために必要な

取組であるとともに、企業の活力や競争力の源泉である有能な人材の確

保・育成・定着の可能性を高めるものでもある。 
したがって、労働時間、休日数、年次有給休暇を与える時季その他の

労働時間等に関する事項について労働者の健康と生活に配慮するとと

もに多様な働き方に対応したものへ改善することが重要である。このこ

とは、労働者にとって好ましいのみならず企業活動の担い手である労働

者が心身共に充実した状態で意欲と能力を十分に発揮できるようにし、

企業経営の効率化と活性化、国民経済の健全な発展にも資するものであ

り、企業にとっては、「コスト」としてではなく、「明日への投資」とし

て積極的にとらえていく必要がある。 
(2) 労働時間の短縮の推進 

労働者が健康で充実した生活を送るための基盤の一つとして、生活時

間の十分な確保が重要であり、事業主が労働時間等の設定の改善を図る

に当たっては、労働時間の短縮が欠かせない。このため、事業主は、今

後とも、週 40 時間労働制の導入、年次有給休暇の取得促進及び所定外

労働の削減に努めることが重要である。 
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(3) 多様な事情への配慮と自主的な取組の推進 
事業主が労働時間等の設定の改善を図るに当たっては、個々の労使の

話合いが十分に行われる体制の整備が重要である。そして、労働者の健

康と生活に係る多様な事情を踏まえつつ、個々の労使による自主的な取

組を進めていくことが基本となる。 
(4) 経営者に求められる役割 

経営者においては、１(1)の労働時間等の設定の改善を図る趣旨につい

ての理解を深め、労使による自主的な取組を基本とした上で、自ら主導

して職場風土改革のための意識改革、柔軟な働き方の実現等に取り組み、

労働時間等の設定の改善に努めることが重要である。 
その際には、例えば、経営者の姿勢を明確にするとともに、企業内の

推進体制を確立するためにも、役員等が指揮し、労働時間等の設定の改

善に取り組むことなどが考えられる。 
(5) 他の法令、計画等との連携 

この指針は、労働時間等の設定に係る他の法令、計画、指針等と矛盾

するものではなく、それらを前提に、事業主等が留意すべき事項につい

て定めるものである。したがって、事業主が労働時間等の設定の改善を

図るに当たっては、憲章及び行動指針を踏まえて取り組むとともに、次

世代育成支援対策推進法（平成 15 年法律第 120 号）第７条第１項に規

定する行動計画策定指針（平成 15 年国家公安委員会・文部科学省・厚

生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省告示第１号）、

「少子化社会対策大綱」（平成 16 年６月４日閣議決定）、「少子化社会対

策大綱に基づく重点施策の具体的実施計画について」（平成 16 年 12 月

24 日少子化社会対策会議決定）、「新しい少子化対策について」（平成 18
年６月20日少子化社会対策会議決定）、「『子どもと家族を応援する日本』

重点戦略」（平成 19 年 12 月 27 日少子化社会対策会議決定）等を踏まえ

た少子化対策等にも取り組むことが必要である。 
なお、行動指針においては、仕事と生活の調和した社会の実現に向け

た企業、働く者、国民、国及び地方自治体の取組を推進するための社会

全体の目標として別表のとおり定められているところであり、事業主が

労働時間等の設定の改善を図るに当たっては、このような社会全体の目

標の内容も踏まえ、各企業の実情に応じて仕事と生活の調和の実現に向

けて計画的に取り組むことが必要である。 
２ 事業主等が講ずべき労働時間等の設定の改善のための措置 
 事業主等は、労働時間等の設定の改善を図るに当たり、１の基本的考

え方を踏まえつつ、労動者と十分に話し合うとともに、経営者の主導の
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下、以下に掲げる措置その他の労働者の健康と生活に配慮した措置を講

ずるよう努めなければならない。 
(1) 事業主が講ずべき一般的な措置 

  イ 実施体制の整備 
   (イ) 実態の把握 

 事業主が労働時間等の設定の改善を図るためには、まず、自

己の雇用する労働者の労働時間等の実態について適正に把握し

ていることが前提となる。したがって、事業主は、その雇用す

る労働者の始業・終業時刻、年次有給休暇の取得、時間当たり

の業務負担の度合い等労働時間等の実態を適正に把握すること。 
   (ロ) 労使間の話合いの機会の整備 

 労働時間等の設定の改善は、それぞれの労働者の抱える事情

や企業経営の実態を踏まえ、企業内における労使の自主的な話

合いに基づいて行われるべきものである。また、それぞれの企

業の実情に通じた労使自身の主体的な関与がなければ、適切な

労働時間等の設定の改善はなしえない。したがって、労働時間

等の設定の改善に関して、企業内において労使間の十分な話合

いが行われることが必要である。 
 こうした趣旨に基づき、法において企業内の労働時間等の設

定の改善に係る実施体制の整備について事業主の努力義務が定

められていることを踏まえ、事業主は、労働時間等設定改善委

員会をはじめとする労使間の話合いの機会を整備すること。 
 なお、一定の要件を満たすことを条件に、衛生委員会を労働

時間等設定改善委員会とみなすことができるので、その活用を

図ること。 
 また、このような労使間の話合いの機会を設けるに当たって

は、委員会等の構成員について、労働者の抱える多様な事情が

反映されるよう、性別、年齢、家族構成等並びに育児・介護、

自発的な職業能力開発等の経験及び知見に配慮することが望ま

しい。 
   (ハ) 個別の要望・苦情の処理 

 労働時間等の設定の改善を図るためには、事業主が、労働者

各人からの労働時間等に係る個別の要望・苦情に誠意をもって

耳を傾け、善後策を講じることが必要である。このため、事業

主は、このような要望・苦情に応じるための担当者の配置や処

理制度の導入を図ること。 
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   (ニ) 業務の見直し等 
 労働時間等の設定の改善を図るに当たっては、業務内容や業

務体制の見直し、生産性の向上等により、より効率的に業務を

処理できるようにすることが必要である。このため、事業主は、

必要に応じて、業務計画の策定等による業務の見直しや要員確

保等を図ること。 
   (ホ) 労働時間等の設定の改善に係る措置に関する計画 

 労働時間等の設定の改善をより確実にするには、計画的な取

組が望ましい。このため、事業主は、具体的な措置の内容、導

入・実施の予定等に係る計画を作成し、これに基づいて、労働

時間等の設定の改善を推進すること。この場合、労働時間等の

設定の改善に係る措置についての具体的な目標を、それぞれの

事情を踏まえつつ、自主的に設定することが望ましい。なお、

計画の策定に当たっては、労使間の話合いの機会の重要性にか

んがみ、労働時間等設定改善委員会をはじめとする労使間の話

合いの機会において労働者の意見を聴くなど、労働者の意向を

踏まえたものとするようにすること。また、策定された計画に

ついては、随時、その効果を検証し、必要に応じて見直しを行

うこと。 
  ロ 労働者の抱える多様な事情及び業務の態様に対応した労働時間

等の設定 
 業務の閑散期においても繁忙期と同様の労働時間等の設定を行

うことは、事業主にとっても、労働者にとっても得るものが少な

い。このため、時季や日に応じて業務量に変動がある事業場につ

いては、変形労働時間制、フレックスタイム制を活用すること。

特に、年間を通しての業務の繁閑が見通せる業務については、１

年単位の変形労働時間制を活用して、労働時間の効率的な配分を

行うこと。また、フレックスタイム制の活用に当たっては、労働

者各人が抱える多様な事情を踏まえ、生活時間の確保にも十分な

配慮をすること。 
 また、業務の進め方について労働者の創造性や主体性が必要な

業務については、労働時間等の設定についても、労働者の裁量に

ゆだねることが業務の効率的な遂行につながり、労働者の生活時

間の確保にも資する場合がある。このため、事業主は、そのよう

な業務に携わる労働者については、専門業務型裁量労働制、企画

業務型裁量労働制の活用も検討すること。裁量労働制を活用する



 

10 
 

場合には、労働者が抱える多様な事情に配慮するとともに、自己

の雇用する労働者の労働実態を適切に把握し、必要に応じて、年

次有給休暇の取得奨励や労働者の健康に十分配慮した措置を講ず

ること。 
 さらに、いわゆる短時間正社員のような柔軟な働き方の活用を

図ること。 
ハ 年次有給休暇を取得しやすい環境の整備 

 労働者が心身の疲労を回復させ、健康で充実した生活を送るた

めには、原則として労働者がその取得時季を自由に設定できる年

次有給休暇の取得が必要不可欠である。また、育児・介護等に必

要な時間の確保にも資すると考えられる。特に、労働者が仕事を

重視した生活設計をすることにより、労働が長時間に及ぶ場合に

おいては、年次有給休暇の取得が健康の保持のために重要である。 
 しかしながら、年次有給休暇については、周囲に迷惑がかかる

こと、後で多忙になること、職場の雰囲気が取得しづらいこと等

を理由に、多くの労働者がその取得にためらいを感じている。 
 年次有給休暇の取得は、企業の活力や競争力の源泉である人材

がその能力を十分に発揮するための大きな要素であって、生産性

の向上にも資するものであり、企業にとっても大きな意味を持つ

ものである。 
 このため、事業主は、年次有給休暇の完全取得を目指して、経

営者の主導の下、取得の呼びかけ等による取得しやすい雰囲気づ

くりや、労使の年次有給休暇に対する意識の改革を図ること。 
 また、計画的な年次有給休暇の取得は、年次有給休暇取得の確

実性が高まり、労働者にとっては予定通りの活動を行いやすく、

事業主にとっては計画的な業務運営を可能にする等効用が高い。

したがって、年次有給休暇の取得促進を図るためには、特に、計

画的な年次有給休暇取得の一層の推進を図ることが重要である。

計画的な年次有給休暇の取得には、労使間で１年間の仕事の繁閑

や段取りを話し合うことが必要であり、労使双方にとって合理的

な仕事の進め方を理解し合うためにも有益な手段であると考えら

れる。事業主は、年次有給休暇の取得促進を図るため、業務量を

正確に把握し、個人別年次有給休暇取得計画表の作成、年次有給

休暇の完全取得に向けた業務体制の整備、取得状況の把握を行う

こと。また、労働基準法（昭和 22 年法律第 49 号）第 39 条第５項

に基づく年次有給休暇の計画的付与制度の活用を図ること。 
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 さらに、週休日と年次有給休暇とを組み合わせた２週間程度の

連続した長期休暇の取得促進を図ること。その際、取得時期につ

いては、休暇中の渋滞、混雑を緩和するため分散化を図り、より

寛げる休暇となるよう配慮すること。 
 なお、半日単位での年次有給休暇の利用について、連続休暇取

得及び１日単位の取得の阻害とならない範囲で、労働者の希望に

よるものであることを前提としつつ、年次有給休暇取得促進の観

点からその導入を検討すること。 
ニ 所定外労働の削減 
 所定外労働は臨時、緊急の時にのみ行うものである。事業主は、

その雇用する労働者の健康で充実した生活のため、労働時間に関

する意識の改革、「ノー残業デー」、「ノー残業ウィーク」の導入・

拡充等により、今後とも所定外労働の削減を図ること。特に、休

日労働を避けること。また、所定外労働を行わせた場合には、代

休の付与等により総実労働時間の短縮を図ること。労働者が私生

活を重視した生活設計をし、所定外労働を望まない場合は、所定

外労働の削減について一層の配慮をすること。 
 なお、労働時間を延長する場合であっても、労働基準法第三十

六条第一項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準

（平成 10 年労働省告示第 154 号）を遵守すること。また、同基準

第３条ただし書に規定する特別条項付き協定を結ぶ場合は、同基

準の例外が認められる特別の事情とは臨時的なものに限ることを、

その協定において明確にすること。 
 さらに、週 60 時間以上の長時間労働者の割合が高水準となって

おり、特に 30 代男性で高くなっている。長時間労働により、健康

を損なう者が出るとともに、肉体的、精神的な疲労によって労働

者の生産性にも影響を及ぼすおそれがあり、また、男性の家事・

育児時間が長時間労働等により短くなっていることから、このよ

うな長時間労働が恒常的なものにならないようにする等その抑制

を図ること。 
ホ 労働時間の管理の適正化 
 近年、業務の困難度の高さとあいまって、時間的に過密な業務

の運用により、労働者に疲労の蓄積や作業の誤りが生じ、健康障

害や重大な事故につながることが懸念されている。また、時間的

に過密な業務の運用は、生産性の向上を阻害しかねない。このた

め、事業主は、時間的に過密とならない業務の運用を図ること。 
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   ヘ ワークシェアリング、在宅勤務、テレワーク等の活用 
 事業主は、多様な働き方の選択肢を拡大するワークシェアリン

グの導入に努めること。 
 また、在宅勤務やテレワークによる勤務は、職住近接の実現に

よる通勤負担の軽減に加え、多様な働き方の選択肢を拡大するも

のであり、働く意欲を有する者が仕事と生活を両立させつつ、能

力を発揮できるようにするためにも、その活用を図ること。 
 なお、在宅で勤務するテレワークについては、厚生労働省労働

基準局長が定めた「情報通信機器を活用した在宅勤務の適切な導

入及び実施のためのガイドライン」に基づき、適切な就業環境の

下での在宅勤務の実現を図ること。 
ト 国の支援の活用 
 事業主が以上の取組を進めるに当たっては、事業主の労働時間

等の設定の改善を促進するため国が行う支援制度を積極的に活用

すること。 
 また、労働時間等の設定の改善に係る措置に関する計画につい

ては、同業他社と歩調をそろえてこのような計画を作成し、実施

することが効果的と考えられる。このため、同一の業種に属する

複数の事業主が共同して労働時間等設定改善実施計画を作成する

場合には、法により国の支援が行われるので、そうした支援制度

を積極的に活用すること。 
(2) 特に配慮を必要とする労働者について事業主が講ずべき措置 

 労働者各人の健康と生活に配慮するには、その前提として、事業

主が、２(1)イ(イ)に記した労働時間等の実態を把握することに加え、

個人情報の保護に関する法律（平成 15 年法律第 57 号）、雇用管理に

関する個人情報の適正な取扱いを確保するために事業者が講ずべき

措置に関する指針（平成 16 年厚生労働省告示第 259 号）等を遵守

しつつ、労働者各人について配慮すべき事情を、必要に応じて、把

握することが望ましい。なお、このような労働者各人の事情を理由

として、その労働者に対して不利益な取扱いをしないこと。 
イ 特に健康の保持に努める必要があると認められる労働者 
 事業主は、特に健康の保持に努める必要があると認められる労

働者についても、労働安全衛生法（昭和 47 年法律第 57 号）に基

づいて、健康診断の結果を踏まえた医師等の意見又は面接指導の

結果を踏まえた医師の意見を勘案し、必要があると認めるときは、

労働時間の短縮、深夜業の回数の減少その他の労働時間等に係る
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措置も適切に講じること。また、病気休暇から復帰する労働者に

ついては、短時間勤務から始め、徐々に通常の勤務時間に戻すこ

と等円滑な職場復帰を支援するような労働時間等の設定を行うこ

と。 
 そして、労働者の健康を守る予防策として、厚生労働大臣が定

めた「労働者の心の健康の保持増進のための指針」を踏まえたメ

ンタルヘルスケアの実施とあわせ、疲労を蓄積させない又は疲労

を軽減させるような労働時間等の設定を行うこと。特に、所定外

労働の削減に努めること。所定外労働が多い労働者については、

代休やまとまった休暇の付与等を行い、疲労の回復を図らせるこ

と。恒常的に所定外労働が多い部署については、業務の見直しを

行う他、配置転換を行う等により、労働者各人ごとの労働時間の

削減を行うこと。 
ロ 子の養育又は家族の介護を行う労働者 
 事業主は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働

者の福祉に関する法律（平成３年法律第 76 号）等を遵守し、育児

休業、介護休業、子の看護休暇、時間外労働の制限、深夜業の制

限、勤務時間の短縮等の措置（短時間勤務の制度、始業・終業時

刻の繰り上げ・繰り下げ、所定外労働をさせない制度等）の労働

時間等の設定の改善を行うとともに、その内容を労働者に積極的

に周知する等制度を利用しやすい環境の整備を図ること。 
 特に、男性の育児等への参加が進んでおらず、また、出産後の

女性が就業継続を希望しながら離職を余儀なくされる場合が見ら

れる現状を踏まえ、男女が共に職業生活と家庭生活の両立を実現

できるよう、一層の配慮をすること。 
 その際には、行動計画策定指針六の１に掲げられた事項にも留

意し、子どもの出生時における父親の休暇制度の整備や男性の育

児休業の取得促進等男性が育児等に参加しやすい環境づくり、よ

り利用しやすい育児休業制度の実施（法定の期間、回数等を上回

る措置を実施すること、休業期間中の経済的援助を行うこと等）

等にも努めること。 
 さらに、年次有給休暇の取得促進、所定外労働の削減等により、

子の養育又は家族の介護に必要な時間の確保を図ること。 
 これらの子の養育又は家族の介護を行う労働者に配慮した労働

時間等の設定の改善に当たっては、各企業において労働者の職業

生活と家庭生活との両立が図られるようにするための雇用環境の
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整備に関する取組の状況や課題を把握し、各企業の実情に応じ、

必要な対策を実施していくことが重要であるが、その際、厚生労

働省雇用均等・児童家庭局長が定めた「両立指標に関する指針」

を活用することも効果的である。 
ハ 妊娠中及び出産後の女性労働者 
 事業主は、労働基準法を遵守し、産前産後の女性労働者に休業

を取得させるとともに、妊娠中及び産後１年を経過しない女性が

請求した場合においては、時間外労働、休日労働、深夜業等をさ

せないこと。 
 また、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等

に関する法律（昭和 47 年法律第 113 号）等を遵守し、その雇用す

る女性労働者が、母子保健法（昭和 40 年法律第 141 号）の規定に

よる保健指導又は健康診査を受けるために必要な時間を確保する

ことができるようにするとともに、当該保健指導又は健康診査に

基づく指導事項を守ることができるようにするために勤務時間の

短縮、休業等の措置を講じること。 
ニ 単身赴任者 
 単身赴任者については、心身の健康保持、家族の絆の維持、子

の健全な育成等のため、休日は家族の元に戻って、共に過ごすこ

とが極めて重要である。このため、事業主は、休日の前日の終業

時刻の繰り上げ及び休日の翌日の始業時刻の繰り下げ等を行うこ

と。また、労働者の希望を前提とした休日前後の年次有給休暇の

半日単位の付与について検討すること。さらに、家族の誕生日、

記念日等家族にとって特別な日については、休暇を付与すること。 
ホ 自発的な職業能力開発を図る労働者 
 企業による労働者の職業能力開発は今後とも重要であるが、サ

ービス経済化、知識社会化が進むとともに、労働者の職業生活が

長期化する中で、大学、大学院等への通学等労働者が主体的に行

う職業能力開発を支援することの重要性も増してきている。この

ため、事業主は、有給教育訓練休暇、長期教育訓練休暇その他の

特別な休暇の付与、始業・終業時刻の変更、勤務時間の短縮、時

間外労働の制限等労働者が自発的な職業能力開発を図ることがで

きるような労働時間等の設定を行うこと。 
ヘ 地域活動等を行う労働者 
 事業主は、地域活動、ボランティア活動等へ参加する労働者に

対して、その参加を可能とするよう、特別な休暇の付与、労働者
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の希望を前提とした年次有給休暇の半日単位の付与等について検

討すること。 
ト その他特に配慮を必要とする労働者 

 事業主は、労働者の意見を聞きつつ、その他特に配慮を必要

とする労働者がいる場合、その者に係る労働時間等の設定に配慮

すること。 
(3) 事業主の団体が行うべき援助 

 同一業種、同一地域にある企業の間では、労働時間等の設定につ

いてお互いに影響を及ぼし合うものと見込まれる。ついては、事業

主による労働時間等の設定の改善を促進するためには、仕事と生活

の調和の実現に向けた気運の醸成を図るとともに、業種ごと、地域

ごとの取組を進めていくことが効果的である。このような取組を進

めるに当たっては、業界及び地域の実情に通じた事業主の団体の関

与が欠かせない。このため、事業主の団体は、傘下の事業主に対し

て、仕事と生活の調和に関する啓発資料の作成・配布等を通じた気

運の醸成や普及啓発を図るとともに、労働時間等の設定の改善に関

する、専門家による指導・助言、情報の提供その他の援助を行うな

ど、労働者団体とも連携しつつ、民間主導の取組を積極的に行うこ

と。 
 なお、事業主の団体がこのような援助を行うに当たっては、一定

の条件を満たす場合、事業主団体に対して国が行う支援制度を利用

できるので、積極的に活用すること。 
(4) 事業主が他の事業主との取引上配慮すべき事項 

個々の事業主が労働時間等の設定の改善に関する措置を講じても、

親企業からの発注等取引上の都合により、その措置の円滑な実施が

阻害されることとなりかねない。このため、事業主は、他の事業主

との取引を行うに当たっては、例えば、次のような事項について配

慮をすること。 
イ 週末発注・週初納入、終業後発注・翌朝納入等の短納期発注を

抑制し、納期の適正化を図ること。 
ロ 発注内容の頻繁な変更を抑制すること。 
ハ 発注の平準化、発注内容の明確化その他の発注方法の改善を図

ること。 
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別表 行動指針の数値目標 

数値目標設定指標 現状 
    目標値     
５年後 
（2012 年） 

10 年後 
（2017 年） 

就業率 
 

25～34 歳 
男性 

90.3％ 
 

93～94％ 
 

93～94％ 
 

 
25～44 歳 
女性 

64.9％ 
 

67～70％ 
 

69～72％ 
 

 
60～64 歳 
男女計 

52.6％ 
 

56～57％ 
 

60～61％ 
 

 
65～69 歳 
男女計 

34.6％ 
 

37％ 
 

38～39％ 
 

時間当たり労働生産性の

伸び率 
 

1.6％ 
（1996 年～

2005 年度の

10 年間平均） 

2.4％ 
（５割増） 
（2011 年度） 
 

－ 
 

フリーターの数 
 

187 万人 
（平成 15 年

に ピ ー ク の

217 万人） 

ピーク時の３／４

に減少 
（162.8 万人以下） 

ピーク時の２／３

に減少 
（144.7 万人以下） 

労働時間等の課題につい

て労使が話合いの機会を設

けている割合 

41.5％ 
 

 

60％ 
 

 

全ての企業で実施 
 

 
週労働時間 60 時間以上の

雇用者の割合 
10.8％ 
 

２割減 
 

半減 
 

年次有給休暇取得率 46.6％ 
 

60％ 
 

完全取得 
 

メンタルヘルスケアに取

り組んでいる事業所割合 
23.5％ 
 

50％ 
 

80％ 
 

テレワーカー比率 
 

10.4％ 
 

20％ 
（2010 年まで） 

－ 
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短時間勤務を選択できる事業所の

割合（短時間正社員制度等） 

（参考）

8.6％以下 
 

 

10％ 
 

 

25％ 
 

 

自己啓発を行っ

ている労働者の

割合 

正社員 46.2％ 60％ 70％ 

非正社員 23.4％ 40％ 50％ 

第１子出産前後の女性の継続就業

率 
38.0％ 
 

45％ 
 

55％ 
 

 
保育等の子育て

サービスを提供

している割合 

保育サービス

（３歳未満児） 
20.3％ 
 

29％ 
 

38％ 
 

放課後児童クラ

ブ（小学１年～

３年） 

19.0％ 
 

 

40％ 
 

 

60％ 
 

 

男女の育児

休業取得率 
女性 72.3％ 80％ 80％ 
男性 0.50％ ５％ 10％ 

６歳未満の子どもをもつ男性の育

児・家事関連時間（１日あたり） 

60 分 
 

 

１時間 45 分 
 

 

２時間 30 分 
 

 
備考１ 別表に掲げる数値目標の趣旨は、次のとおりとされている。 
 「仕事と生活の調和した社会の実現に向けた企業、働く者、国民、国及び

地方公共団体の取組を推進するための社会全体の目標として、政策によって

一定の影響を及ぼすことができる項目について数値目標を設定する。この数

値目標は、社会全体として達成することを目指す目標であり、個々の個人や

企業に課されるものではない。10 年後の目標値は、取組が進んだ場合に達成

される水準（[1]個人の希望が実現した場合を想定して推計した水準、又は、

[2]施策の推進によって現状値や過去の傾向を押し上げた場合を想定して推計

した水準等）を設定することを基本とし、また、その実現に向けての中間的

な目標値として５年後の数値目標を設定する。」（行動指針（抄）） 
備考２ 別表に掲げる指標（現状値）の算定方法等は、次のとおりとされて

いる。 
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〇 フリーターの数 
 15 歳から 34 歳までで、男性は卒業者、女性は卒業で未婚の者のうち、

[1]雇用者のうち「パート・アルバイト」の者、[2]完全失業者のうち探して

いる仕事の形態が「パート・アルバイト」の者、[3]非労働力人口のうち希

望する仕事の形態が「パート・アルバイト」で家事も通学も就業内定もし

ていない「その他」の者の合計（総務省「労働力調査（詳細結果）」（平成

18 年平均）） 
〇 労働時間等の課題について労使が話合いの機会を設けている割合 
 企業規模 30 人以上の農林漁業を除く全業種から無作為に抽出した企業

における、「労働時間等設定改善委員会をはじめとする労使間の話合いの機

会」を「設けている」と回答した企業の割合（厚生労働省「平成 19 年労働

時間等の設定の改善の促進を通じた仕事と生活の調和に関する意識調査」） 
 (注) 労働時間等設定改善委員会での話合い以外にも、例えば、プロジェ

クトチームの組織化、労働組合との定期協議の実施、労使懇談会の開催等

が含まれる。 
〇 週労働時間 60 時間以上の雇用者の割合 
 非農林業雇用者（休業者を除く）総数に占める週間就業時間（年平均結

果）が 60 時間以上の者の割合（総務省「労働力調査」（平成 18 年）） 
〇 年次有給休暇取得率 
 企業規模 30 人以上の企業における、全取得日数／全付与日数（繰越日数

を含まない）（厚生労働省「就労条件総合調査」（平成 19 年）） 
 (注) 10 年後の目標値としての「完全取得」とは、労働者が自ら希望す

る留保分を考慮したものである。 
〇 メンタルヘルスケアに取り組んでいる事業所割合 
 10 人以上規模事業所における「心の健康対策（メンタルヘルスケア）に

取り組んでいる」と回答した事業所割合（厚生労働省「労働者健康状況調

査」（平成 14 年）） 
 (注) 「心の健康対策（メンタルヘルスケア）」の取組内容としては、「相

談（カウンセリング）の実施」、「定期健康診断における問診」、「職場環境

の改善」のほか、「労働者に対する教育研修、情報提供」、「労働者の日常的

に接する管理監督者に対する教育研修、情報提供」、「事業所内の産業保健

スタッフ、人事労務担当者に対する教育研修、情報提供」なども含まれる。 
〇 テレワーカー比率 
 就業者人口（総務省「就業構造基本調査」（平成 14 年）の有業者総数）

に占めるテレワーカー(注)の割合（国土交通省「テレワーク実態調査」（平

成 17 年度）） 



 

19 
 

(注) テレワーク実態調査におけるテレワーカーの定義 
   以下のＡ．Ｂ．Ｃ．Ｄ．の４つの条件をすべて満たす人 
   Ａ．ふだん収入を伴う仕事を行っている 
   Ｂ．仕事で電子メールなどのＩＴ(ネットワーク）を使用している 
   Ｃ．ＩＴを利用する仕事場所が複数ある、又は１ヶ所だけの場合は

自分の所属する部署のある場所以外である 
   Ｄ．自分の所属する部署以外で仕事を行う時間が、１週間あたり８

時間以上である 
〇 短時間勤務を選択できる事業所の割合（短時間正社員制度等） 
 「短時間正社員」の定義：フルタイム正社員より一週間の所定労働時間

が短い正社員をいい、[1]フルタイム正社員が育児・介護に加え、地域活動、

自己啓発その他何らかの理由により短時間・短日勤務を一定期間行う場合

と、[2]正社員の所定労働時間を恒常的に短くする場合の双方を含む。 
 「短時間勤務を選択できる事業所の割合」としては、短時間正社員制度

を就業規則に明文化している場合に加え、そのような働き方が選択できる

状態になっている場合も含まれるように調査を実施する予定。 
 （参考） 
 人事院「平成 17 年民間企業の勤務条件制度等調査の結果について」によ

れば、100 人以上の企業における育児・介護以外の事由を認める短時間勤

務制がある企業数割合は 8.6％以下→自己啓発（1.9％）、地域活動（1.6％）、

高齢者の退職準備（1.7％）、その他の事由（2.3％）（以上複数回答）、事由

を問わず認める（1.1％） 
〇 自己啓発を行っている労働者の割合 
 従業員規模 30 人以上の企業から無作為に抽出した事業所の従業員にお

ける「自己啓発を行った」と回答した者の割合（厚生労働省「職業能力開

発基本調査」（平成 18 年度）） 
 (注) 職業能力開発基本調査における用語の定義 
   正 社 員：常用労働者のうち、一般に「正社員」、「正職員」などと

呼ばれている人をいう。 
   非正社員：常用労働者のうち、一般に「正社員」、「正職員」などと

呼ばれている人以外の人をいう（「嘱託」、「パートタイマ

ー」、「アルバイト」又はそれに近い名称で呼ばれている

人など）。 
   自己啓発：労働者が職業生活を継続するために行う、職業に関する

能力を自発的に開発し、向上させるための活動（職業に
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関係ない趣味、娯楽、スポーツ、健康増進等のためのも

のは含まない）。 
〇 第１子出産前後の女性の継続就業率 
 2000 年から 2004 年の間に第１子を出産した女性について、第１子妊娠

前に就業していた者に占める第１子１歳時にも就業していた者の割合（国

立社会保障・人口問題研究所「出生動向基本調査」（平成 17 年）） 
〇 保育等の子育てサービスを提供している割合－保育サービス（３歳未満

児）－ 
 保育所利用児童数／３歳未満人口（厚生労働省「福祉行政報告例」（平成

19 年４月）、総務省「人口推計年報」（平成 18 年）） 
 保育等の子育てサービスを提供している割合－放課後児童クラブ（小学

１年～小学３年）－ 
 放課後児童クラブ登録児童数／小学校１～３年生の就学児童数（文部科

学省「学校基本調査」（平成 19 年）、厚生労働省雇用均等・児童家庭局育成

環境課調査（平成 19 年）） 
 (注) 保育等の子育てサービスを提供している割合は、他の目標の進捗状

況によって目標の達成が左右される。 
〇 男女の育児休業取得率 
 ５人以上規模事業所における 2004 年４月１日から 2005 年３月 31 日ま

での１年間の出産者又は配偶者が出産した者に占める育児休業取得者

（2005 年 10 月１日までに育児休業を開始した者）の割合（厚生労働省「女

性雇用管理基本調査」（平成 17 年度）） 
〇 ６歳未満の子どもをもつ男性の育児・家事関連時間 
 ６歳未満の子どもをもつ男性の１日当たりの「家事」、「介護・看護」、「育

児」、「買い物」の合計の時間（総務省「社会生活基本調査」（平成 18 年）） 
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２ 子の養育又は家族介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家

庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置に関する

指針の一部を改正する告示に関する参照条文 
 
○育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律（平

成３年法律第 76 号）抄 
(育児休業申出があった場合における事業主の義務等) 

第六条 事業主は、労働者からの育児休業申出があったときは、当該育児休

業申出を拒むことができない。ただし、当該事業主と当該労働者が雇用さ

れる事業所の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組

合、その事業所の労働者の過半数で組織する労働組合がないときはその労

働者の過半数を代表する者との書面による協定で、次に掲げる労働者のう

ち育児休業をすることができないものとして定められた労働者に該当する

労働者からの育児休業申出があった場合は、この限りでない。 
一 当該事業主に引き続き雇用された期間が一年に満たない労働者 
二 前号に掲げるもののほか、育児休業をすることができないこととする

ことについて合理的な理由があると認められる労働者として厚生労働省

令で定めるもの 
２ 前項ただし書の場合において、事業主にその育児休業申出を拒まれた労

働者は、前条第一項及び第三項の規定にかかわらず、育児休業をすること

ができない。 
 

（子の看護休暇の申出があった場合における事業主の義務等） 
第十六条の三 事業主は、労働者からの前条第一項の規定による申出があっ

たときは、当該申出を拒むことができない。 
２ 第六条第一項ただし書及び第二項の規定は、労働者からの前条第一項の

規定による申出があった場合について準用する。この場合において、第六

条第一項第一号中「一年」とあるのは「六月」と、同項第二号中「定める

もの」とあるのは「定めるもの又は業務の性質若しくは業務の実施体制に

照らして、第十六条の二第二項の厚生労働省令で定める一日未満の単位で

子の看護休暇を取得することが困難と認められる業務に従事する労働者

(同項の規定による厚生労働省令で定める一日未満の単位で取得しようと

する者に限る。)」と、同条第二項中「前項ただし書」とあるのは「第十六

条の三第二項において準用する前項ただし書」と、「前条第一項及び第三項」

とあるのは「第十六条の二第一項」と読み替えるものとする。 
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（介護休暇の申出があった場合における事業主の義務等） 
第十六条の六 事業主は、労働者からの前条第一項の規定による申出があっ

たときは、当該申出を拒むことができない。 
２ 第六条第一項ただし書及び第二項の規定は、労働者からの前条第一項の

規定による申出があった場合について準用する。この場合において、第六

条第一項第一号中「一年」とあるのは「六月」と、同項第二号中「定める

もの」とあるのは「定めるもの又は業務の性質若しくは業務の実施体制に

照らして、第十六条の五第二項の厚生労働省令で定める一日未満の単位で

介護休暇を取得することが困難と認められる業務に従事する労働者(同項

の規定による厚生労働省令で定める一日未満の単位で取得しようとする者

に限る。)」と、同条第二項中「前項ただし書」とあるのは「第十六条の六

第二項において準用する前項ただし書」と、「前条第一項及び第三項」とあ

るのは「第十六条の五第一項」と読み替えるものとする。 
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○子の養育又は家族介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭

生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置に関する指

針（平成 21 年厚生労働省告示第 509 号） 
（最終改正：平成 29 年 6 月 30 日） 

第 1 趣旨 

この指針は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に

関する法律（以下「法」という。）に定める事項に関し、子の養育又は家族の介

護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られ

るようにするために事業主が講ずべき措置について、その適切かつ有効な実施

を図るために必要な事項を定めたものである。 

 

第２ 事業主が講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るための指針となるべ

き事項 

１ 法第 5条及び第 11条の規定による労働者の育児休業申出及び介護休業申

出に関する事項 

(1) 法第 5 条第 1 項及び第 11 条第 1 項に規定する期間を定めて雇用され

る者に該当するか否かを判断するに当たっての事項 

労働契約の形式上期間を定めて雇用されている者であっても、当該契

約が期間の定めのない契約と実質的に異ならない状態となっている場合

には、法第 5条第 1項各号及び第 11 条第 1項各号に定める要件に該当す

るか否かにかかわらず、実質的に期間の定めのない契約に基づき雇用さ

れる労働者であるとして育児休業及び介護休業の対象となるものである

が、その判断に当たっては、次の事項に留意すること。 

イ 有期労働契約の雇止めの可否が争われた裁判例における判断の過程

においては、主に次に掲げる項目に着目して、契約関係の実態が評価

されていること。 

(ｲ) 業務内容の恒常性・臨時性、業務内容についてのいわゆる正規雇

用労働者との同一性の有無等労働者の従事する業務の客観的内容 

(ﾛ) 地位の基幹性・臨時性等労働者の契約上の地位の性格 

(ﾊ) 継続雇用を期待させる事業主の言動等当事者の主観的態様 

(ﾆ) 更新の有無・回数、更新の手続の厳格性の程度等更新の手続・実

態 

(ﾎ) 同様の地位にある他の労働者の雇止めの有無等他の労働者の更

新状況 

ロ 有期労働契約の雇止めの可否が争われた裁判例においては、イに掲

げる項目に関し、次の(ｲ)及び(ﾛ)の実態がある場合には、期間の定め
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のない契約と実質的に異ならない状態に至っているものであると認め

られていることが多いこと。 

(ｲ) イ(ｲ)に関し、業務内容が恒常的であること、及びイ(ﾆ)に関し、

契約が更新されていること。 

(ﾛ) (ｲ)に加え、少なくとも次に掲げる実態のいずれかがみられるこ

と。 

① イ(ﾊ)に関し、継続雇用を期待させる事業主の言動が認められる

こと。 

② イ(ﾆ)に関し、更新の手続が形式的であること。 

③ イ(ﾎ)に関し、同様の地位にある労働者について過去に雇止めの

例がほとんどないこと。 

ハ 有期労働契約の雇止めの可否が争われた裁判例においては、イ(ｲ)に

関し、業務内容がいわゆる正規雇用労働者と同一であると認められる

こと、又は、イ(ﾛ)に関し、労働者の地位の基幹性が認められることは、

期間の定めのない契約と実質的に異ならない状態に至っているもので

あると認められる方向に働いているものと考えられること。 

(2) 期間を定めて雇用される者が法第 5 条第 1 項各号及び第 11 条第 1 項

各号に定める要件を満たす労働者か否かの判断に当たっては、次の事項

に留意すること。 

イ 法第 5条第 1項第 1号及び第 11 条第 1項第 1号の「引き続き雇用さ

れた期間が 1 年以上」とは、育児休業申出又は介護休業申出のあった

日の直前の 1 年間について、勤務の実態に即し雇用関係が実質的に継

続していることをいうものであり、契約期間が形式的に連続している

か否かにより判断するものではないこと。 

ロ 法第 5 条第 1 項第 2 号の「その養育する子が 1 歳 6 か月に達する日

までに、その労働契約（労働契約が更新される場合にあっては、更新

後のもの）が満了することが明らか」か否かについては、育児休業申

出のあった時点において判明している事情に基づき子が 1 歳 6 か月に

達する日において、当該申出の時点で締結している労働契約が終了し、

かつ、その後労働契約の更新がないことが確実であるか否かによって

判断するものであること。例えば、育児休業申出のあった時点で次の

いずれかに該当する労働者は、原則として、労働契約の更新がないこ

とが確実であると判断される場合に該当すること。ただし、次のいず

れかに該当する労働者であっても、雇用の継続の見込みに関する事業

主の言動、同様の地位にある他の労働者の状況及び当該労働者の過去

の契約の更新状況等から、労働契約の更新がないことが確実であると
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判断される場合に該当しないものと判断され、育児休業の取得に係る

法第 5 条第 1 項第 2 号の要件を満たすものと判断される場合もあるこ

と。 

(ｲ) 書面又は口頭により労働契約の更新回数の上限が明示されてい

る労働者であって、当該上限まで労働契約が更新された場合の期間

の末日が子が 1歳 6か月に達する日以前の日であるもの 

(ﾛ) 書面又は口頭により労働契約の更新をしない旨明示されている

労働者であって、育児休業申出のあった時点で締結している労働契

約の期間の末日が子が 1歳 6か月に達する日以前の日であるもの 

ハ 法第 11 条第 1項第 2号の要件に該当するか否かについては、ロと同

様に判断するものであること。この場合において、ロ中「子が 1 歳 6

か月に達する日」とあるのは、「介護休業開始予定日から起算して 93

日を経過する日から 6 か月を経過する日」と読み替えるものとするこ

と。 

(3) その他法第 5 条及び第 11 条の規定による労働者の育児休業申出及び

介護休業申出に関する事項 

  育児休業及び介護休業については、労働者がこれを容易に取得できる

ようにするため、あらかじめ制度が導入され、規則が定められるべきも

のであることに留意すること。 

 

２ 法第 16 条の 2 の規定による子の看護休暇及び法第 16 条の 5 の規定によ

る介護休暇に関する事項 

(1) 子の看護休暇及び介護休暇については、労働者がこれを容易に取得で

きるようにするため、あらかじめ制度が導入され、規則が定められるべ

きものであることに留意すること。 

(2) 子の看護休暇は、現に負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話

又は疾病の予防を図るために必要なその子の世話を行うための休暇であ

ること及び介護休暇は要介護状態にある対象家族の介護その他の世話を

行うための休暇であることから、証明書類の提出を求める場合には事後

の提出を可能とする等、労働者に過重な負担を求めることにならないよ

う配慮するものとすること。 

(3) 法第 16 条の 3第 2項及び第 16 条の 6第 2項の規定により、労使協定

の締結により厚生労働省令で定める 1 日未満の単位での子の看護休暇又

は介護休暇の取得ができないこととなる「業務の性質又は業務の実施体

制に照らして、厚生労働省令で定める 1 日未満の単位で取得することが

困難と認められる業務」とは、例えば、次に掲げるものが該当する場合
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があること。なお、次に掲げる業務は例示であり、これらの業務以外は

困難と認められる業務に該当しないものではなく、また、これらの業務

であれば困難と認められる業務に該当するものではないこと。 

イ 国際路線等に就航する航空機において従事する客室乗務員等の業務

等であって、所定労働時間の途中まで又は途中から子の看護休暇又は

介護休暇を取得させることが困難な業務 

ロ 長時間の移動を要する遠隔地で行う業務であって、半日単位の子の

看護休暇又は介護休暇を取得した後の勤務時間又は取得する前の勤務

時間では処理することが困難な業務 

ハ 流れ作業方式や交替制勤務による業務であって、半日単位で子の看

護休暇又は介護休暇を取得する者を勤務体制に組み込むことによって

業務を遂行することが困難な業務 

(4) 労働者の子の症状、要介護状態にある対象家族の介護の状況、労働者

の勤務の状況等が様々であることに対応し、時間単位での休暇の取得を

認めること等制度の弾力的な利用が可能となるように配慮すること。 

 

３ 法第 16 条の 8 及び第 16 条の 9 の規定による所定外労働の制限に関す

る事項 

(1) 所定外労働の制限については、労働者がこれを容易に受けられるよ

うにするため、あらかじめ制度が導入され、規則が定められるべきも

のであることに留意すること。 

(2) 労働者の子の養育の状況、労働者の要介護状態にある対象家族の介

護の状況、労働者の勤務の状況等が様々であることに対応し、制度の

弾力的な利用が可能となるように配慮するものとすること。 

 

４ 法第 17 条及び第 18 条の規定による時間外労働の制限に関する事項 

  時間外労働の制限については、労働者がこれを容易に受けられるように

するため、あらかじめ制度が導入され、規則が定められるべきものである

ことに留意すること。 

 

５ 法第 19 条及び第 20 条の規定による深夜業の制限に関する事項 

(1) 深夜業の制限については、労働者がこれを容易に受けられるようにす

るため、あらかじめ制度が導入され、規則が定められるべきものである

ことに留意すること。 

(2) あらかじめ、労働者の深夜業の制限期間中における待遇（昼間勤務へ

の転換の有無を含む。）に関する事項を定めるとともに、これを労働者に
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周知させるための措置を講ずるように 配慮するものとすること。 

(3) 労働者の子の養育又は家族の介護の状況、労働者の勤務の状況等が

様々であることに対応し、制度の弾力的な利用が可能となるように配慮

するものとすること。 

 

６ 法第 21条第 1項の規定により育児休業及び介護休業に関する事項を定め、

周知するに当たっての事項 

(1) 育児休業及び介護休業中の待遇、育児休業及び介護休業後の賃金、配

置その他の労働条件その他必要な事項に関する規則を一括して定め、周

知することが望ましいものであることに配慮すること。 

(2) 労働者のプライバシーを保護する観点から、労働者が自発的に当該労

働者若しくはその配偶者が妊娠若しくは出産したこと又は当該労働者が

対象家族を介護していることを知らせることを前提としたものであるこ

と。そのために、14 に定める措置を事業主が講じている必要があること。 

(3) 労働者又はその配偶者が妊娠若しくは出産したことを知ったときに、

当該労働者に対し育児休業に関する事項を知らせるに際しては、当該労

働者が計画的に育児休業を取得できるよう、あわせて法第 5 条第 2 項の

規定による育児休業の再度取得の特例、法第 9 条の 2 の規定による同一

の子について配偶者が育児休業をする場合の特例、その他の両立支援制

度を知らせることが望ましいこと。 

 

７ 法第 22条の規定により育児休業又は介護休業をする労働者が雇用される

事業所における労働者の配置その他の雇用管理に関して必要な措置を講ず

るに当たっての事項 

(1) 育児休業及び介護休業後においては、原則として原職又は原職相当職

に復帰させるよう配慮すること。 

(2) 育児休業又は介護休業をする労働者以外の労働者についての配置そ

の他の雇用管理は、(1)の点を前提にして行われる必要があることに配慮

すること。 

 

８ 法第 22条の規定により育児休業又は介護休業をしている労働者の職業能

力の開発及び向上等に関して必要な措置を講ずるに当たっての事項 

(1) 当該措置の適用を受けるかどうかは、育児休業又は介護休業をする労

働者の選択に任せられるべきものであること。 

(2) 育児休業及び介護休業が比較的長期にわたる休業になり得ること、並

びに育児休業又は介護休業後における円滑な就業のために必要となる措
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置が、個々の労働者の職種、職務上の地位、職業意識等の状況に応じ様々

であることにかんがみ、当該労働者の状況に的確に対応し、かつ、計画

的に措置が講じられることが望ましいものであることに配慮すること。 

(3) 介護休業申出が円滑に行われ、家族の介護を行い、又は行うこととな

る労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするため、次

の事項に留意すること。 

イ 介護休業等の法に定める仕事と介護の両立支援制度の内容、当該内

容その他の仕事と介護の両立支援について事業主が定めた事項、介護

に係るサービスに関する情報について、労働者が十分に情報を得てい

ることが重要であること。 

ロ 事業主は、介護休業等の法に定める仕事と介護の両立支援制度の内

容及び介護に係るサービスに関する情報に関し行政から提供される情

報も活用しつつ、イの情報について労働者に周知を行うことが望まし

いこと。 

ハ 事業主は、労働者からの仕事と介護の両立に関する相談への対応の

ための窓口をあらかじめ定めることが望ましいこと。 

 

９ 法第 23条第 1項の規定による育児のための所定労働時間の短縮措置又は

同条第 2 項に規定する育児休業に関する制度に準ずる措置若しくは始業時

刻変更等の措置を講ずるに当たっての事項 

(1) 労働者がこれらの措置の適用を容易に受けられるようにするため、あ

らかじめ、当該措置の対象者の待遇に関する事項を定め、これを労働者

に周知させるための措置を講ずるように配慮すること。 

(2) 当該措置を講ずるに当たっては、労働者が就業しつつその子を養育す

ることを実質的に容易にする内容のものとすることに配慮すること。 

(3) 法第 23 条第 1 項第 3 号の規定により、労使協定を締結する場合には

当該業務に従事する労働者について所定労働時間の短縮措置を講じない

ことができる「業務の性質又は業務の実施体制に照らして、所定労働時

間の短縮措置を講ずることが困難と認められる業務」とは、例えば、次

に掲げるものが該当する場合があること。なお、次に掲げる業務は例示

であり、これら以外は困難と認められる業務に該当しないものではなく、

また、これらであれば困難と認められる業務に該当するものではないこ

と。 

イ 業務の性質に照らして、制度の対象とすることが困難と認められる

業務 

国際路線等に就航する航空機において従事する客室乗務員等の業務 



 

29 
 

ロ 業務の実施体制に照らして、制度の対象とすることが困難と認めら

れる業務 

労働者数が少ない事業所において、当該業務に従事しうる労働者数

が著しく少ない業務 

ハ 業務の性質及び実施体制に照らして、制度の対象とすることが困難

と認められる業務 

(ｲ) 流れ作業方式による製造業務であって、短時間勤務の者を勤務体

制に組み込むことが困難な業務 

(ﾛ) 交替制勤務による製造業務であって、短時間勤務の者を勤務体制

に組み込むことが困難な業務 

(ﾊ) 個人ごとに担当する企業、地域等が厳密に分担されていて、他の

労働者では代替が困難な営業業務 

  

10 法第 23条第 3項の規定による介護のための所定労働時間の短縮等の措置

を講ずるに当たっての事項 

短時間勤務の制度は、労働者がその要介護状態にある対象家族を介護す

ることを実質的に容易にする内容のものであることが望ましいものである

ことに配慮すること。 

 

11 法第 10 条、第 16 条、第 16 条の 4、第 16 条の 7、第 16 条の 10、第 18 条

の 2、第 20 条の 2及び第 23 条の 2の規定による育児休業、介護休業、子の

看護休暇、介護休暇、所定外労働の制限、時間外労働の制限、深夜業の制

限又は所定労働時間の短縮措置等の申出等又は取得等を理由とする解雇そ

の他不利益な取扱いの禁止に適切に対処するに当たっての事項 

育児休業、介護休業、子の看護休暇、介護休暇、所定外労働の制限、時

間外労働の制限、深夜業の制限又は所定労働時間の短縮措置等の申出等又

は取得等（以下「育児休業等の申出等」という。）をした労働者の雇用管理

に当たっては、次の事項に留意すること。 

(1) 法第 10 条、第 16 条、第 16 条の 4、第 16 条の 7、第 16 条の 10、第

18 条の 2、第 20 条の 2 又は第 23 条の 2 の規定により禁止される解雇そ

の他不利益な取扱いは、労働者が育児休業等の申出等をしたこととの間

に因果関係がある行為であること。 

(2) 解雇その他不利益な取扱いとなる行為には、例えば、次に掲げるもの

が該当すること。 

イ 解雇すること。 

ロ 期間を定めて雇用される者について、契約の更新をしないこと（以
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下「雇止め」という。）。 

ハ あらかじめ契約の更新回数の上限が明示されている場合に、当該回

数を引き下げること。 

ニ 退職又はいわゆる正規雇用労働者をパートタイム労働者等のいわゆ

る非正規雇用労働者とするような労働契約内容の変更の強要を行うこ

と。 

ホ 自宅待機を命ずること。 

ヘ 労働者が希望する期間を超えて、その意に反して所定外労働の制限、

時間外労働の制限、深夜業の制限又は所定労働時間の短縮措置等を適

用すること。 

ト 降格させること。 

チ 減給をし、又は賞与等において不利益な算定を行うこと。 

リ 昇進・昇格の人事考課において不利益な評価を行うこと。 

ヌ 不利益な配置の変更を行うこと。 

ル 就業環境を害すること。 

(3) 解雇その他不利益な取扱いに該当するか否かについては、次の事項を

勘案して判断すること。 

イ 次に掲げる場合には、育児休業又は介護休業をしている労働者の雇

止めは、不利益取扱いに当たる雇止めに該当しない可能性が高いと考

えられること。 

(ｲ) 専ら事業縮小や担当していた業務の終了・中止等により、育児休

業又は介護休業をしている労働者を含め、契約内容や更新回数等に

照らして同様の地位にある労働者の全員を雇止めすること。 

(ﾛ) 事業縮小や担当していた業務の終了・中止等により労働者の一部

を雇止めする場合であって、能力不足や勤務不良等を理由に、育児

休業又は介護休業をしている労働者を雇止めすること。ただし、こ

の場合において、当該能力不足や勤務不良等は、育児休業又は介護

休業の取得以前から問題とされていたことや育児休業又は介護休業

を取得したことのみをもって育児休業又は介護休業を取得していな

い者よりも不利に評価したものではないこと等が求められることに

留意すること。 

ロ 勧奨退職やいわゆる正規雇用労働者をパートタイム労働者等のいわ

ゆる非正規雇用労働者とするような労働契約内容の変更は、労働者の

表面上の同意を得ていたとしても、これが労働者の真意に基づくもの

でないと認められる場合には、(2)ニの「退職又はいわゆる正規雇用労

働者をパートタイム労働者等のいわゆる非正規雇用労働者とするよう
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な労働契約内容の変更の強要を行うこと」に該当すること。 

ハ 事業主が、育児休業若しくは介護休業の休業終了予定日を超えて休

業すること又は子の看護休暇若しくは介護休暇の取得の申出に係る日

以外の日に休業することを労働者に強要することは、(2)ホの「自宅待

機」に該当すること。 

ニ 次に掲げる場合には、(2)チの「減給をし、又は賞与等において不利

益な算定を行うこと」に該当すること。 

(ｲ) 育児休業若しくは介護休業の休業期間中、子の看護休暇若しくは

介護休暇を取得した日又は所定労働時間の短縮措置等の適用期間中

の現に働かなかった時間について賃金を支払わないこと、退職金や

賞与の算定に当たり現に勤務した日数を考慮する場合に休業した期

間若しくは休暇を取得した日数又は所定労働時間の短縮措置等の適

用により現に短縮された時間の総和に相当する日数を日割りで算定

対象期間から控除すること等専ら当該育児休業等により労務を提供

しなかった期間は働かなかったものとして取り扱うことは、不利益

な取扱いには該当しない。一方、休業期間、休暇を取得した日数又

は所定労働時間の短縮措置等の適用により現に短縮された時間の総

和に相当する日数を超えて働かなかったものとして取り扱うことは、

(2)チの「不利益な算定を行うこと」に該当すること。 

(ﾛ) 実際には労務の不提供が生じていないにもかかわらず、育児休業

等の申出等をしたことのみをもって、賃金又は賞与若しくは退職金

を減額すること。 

ホ 次に掲げる場合には、(2)リの「昇進・昇格の人事考課において不利

益な評価を行うこと」に該当すること。 

(ｲ) 育児休業又は介護休業をした労働者について、休業期間を超える

1定期間昇進・昇格の選考対象としない人事評価制度とすること。 

(ﾛ) 実際には労務の不提供が生じていないにもかかわらず、育児休業

等の申出等をしたことのみをもって、当該育児休業等の申出等をし

ていない者よりも不利に評価すること。 

ヘ 配置の変更が不利益な取扱いに該当するか否かについては、配置の

変更前後の賃金その他の労働条件、通勤事情、当人の将来に及ぼす影

響等諸般の事情について総合的に比較考量の上、判断すべきものであ

るが、例えば、通常の人事異動のルールからは十分に説明できない職

務又は就業の場所の変更を行うことにより、当該労働者に相当程度経

済的又は精神的な不利益を生じさせることは、(2)ヌの「不利益な配置

の変更を行うこと」に該当すること。また、所定労働時間の短縮措置
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の適用について、当該措置の対象となる業務に従事する労働者を、当

該措置の適用を受けることの申出をした日から適用終了予定日までの

間に、労使協定により当該措置を講じないものとしている業務に転換

させることは(2)ヌの「不利益な配置の変更を行うこと」に該当する可

能性が高いこと。 

ト 業務に従事させない、専ら雑務に従事させる等の行為は(2)ルの「就

業環境を害すること」に該当すること。 

 

12 法第 24 条第 1 項の規定により同項各号に定める制度又は措置に準じて、

必要な措置を講ずるに当たっての事項 

(1) 労働者の申出に基づく育児に関する目的のために利用することがで

きる休暇とは、例えば、次に掲げるものが考えられること。なお、これ

らの休暇は、必ずしも単独の制度である必要はないこと。 

イ 配偶者の出産に伴い取得することができるいわゆる配偶者出産休暇 

ロ 入園式、卒園式等の行事参加も含めた育児にも利用できる多目的休

暇（いわゆる失効年次有給休暇の積立による休暇制度の一環として措

置することを含む。） 

(2) 当該措置の適用を受けるかどうかは、労働者の選択に任せられるべき

ものであること。 

 

13 法第 24 条第 2 項の規定により、介護休業の制度又は法第 23 条第 3 項に

定める措置に準じて、その介護を必要とする期間、回数等に配慮した必要

な措置を講ずるに当たっての事項 

(1) 当該措置の適用を受けるかどうかは、労働者の選択に任せられるべき

ものであること。 

(2) 次の事項に留意しつつ、企業の雇用管理等に伴う負担との調和を勘案

し、必要な措置が講じられることが望ましいものであることに配慮する

こと。 

イ 当該労働者が介護する家族の発症からその症状が安定期になるまで

の期間又は介護に係る施設・在宅サービスを利用することができるま

での期間が、93 日から法第 11 条第 2項第 2号の介護休業日数を差し引

いた日数の期間を超える場合があること。 

ロ 当該労働者がした介護休業により法第 11条第 2項第 2号の介護休業

日数が 93 日に達している対象家族についても、再び当該労働者による

介護を必要とする状態となる場合があること。 

ハ 対象家族以外の家族についても、他に近親の家族がいない場合等当
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該労働者が介護をする必要性が高い場合があること。 

ニ 要介護状態にない家族を介護する労働者であっても、その家族の介

護のため就業が困難となる場合があること。 

ホ 当該労働者が家族を介護する必要性の程度が変化することに対応し、

介護休業の更なる分割等、制度の弾力的な利用が可能となることが望

まれる場合があること。 

 

14 法第 25 条の規定により、事業主が職場における育児休業等に関する言動

に起因する問題に関して雇用管理上必要な措置を講ずるに当たっての事項 

法第 25条に規定する事業主が職場において行われるその雇用する労働者

に対する育児休業、介護休業その他の育児休業、介護休業等育児又は家族

介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則（以下「則」という。）第 76

条で定める制度又は措置（以下「制度等」という。）の利用に関する言動に

より当該労働者の就業環境が害されること（以下「職場における育児休業

等に関するハラスメント」という。）のないよう雇用管理上講ずべき措置に

ついて、事業主が適切かつ有効な実施を図るために必要な事項については、

次のとおりであること。 

(1) 職場における育児休業等に関するハラスメントの内容 

イ 職場における育児休業等に関するハラスメントには、上司又は同僚

から行われる、その雇用する労働者に対する制度等の利用に関する言

動により就業環境が害されるものがあること。なお、業務分担や安全

配慮等の観点から、客観的にみて、業務上の必要性に基づく言動によ

るものについては、職場における育児休業等に関するハラスメントに

は該当しないこと。 

ロ 「職場」とは、事業主が雇用する労働者が業務を遂行する場所を指

し、当該労働者が通常就業している場所以外の場所であっても、当該

労働者が業務を遂行する場所については、「職場」に含まれること。 

ハ 「労働者」とは、いわゆる正規雇用労働者のみならず、パートタイ

ム労働者、契約社員等のいわゆる非正規雇用労働者を含む事業主が雇

用する男女の労働者の全てをいうこと。 

また、派遣労働者については、派遣元事業主のみならず、労働者派

遣の役務の提供を受ける者についても、労働者派遣事業の適正な運営

の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律（昭和 60年法律第 88号）

第 47 条の 3の規定により、その指揮命令の下に労働させる派遣労働者

を雇用する事業主とみなされ、法第25条の規定が適用されることから、

労働者派遣の役務の提供を受ける者は、派遣労働者についてもその雇
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用する労働者と同様に、(2)の措置を講ずることが必要であること。 

ニ イに規定する「その雇用する労働者に対する制度等の利用に関する

言動により就業環境が害されるもの」とは、具体的には(ｲ)①から⑩ま

でに掲げる制度等の利用に関する言動により就業環境が害されるもの

であること。典型的な例として、(ﾛ)に掲げるものがあるが、(ﾛ)に掲

げるものは限定列挙ではないことに留意が必要であること。 

(ｲ) 制度等 

① 育児休業（則第 76 条第 1号関係） 

② 介護休業（則第 76 条第 2号関係） 

③ 子の看護休暇（則第 76 条第 3号関係） 

④ 介護休暇（則第 76 条第 4号関係） 

⑤ 所定外労働の制限（則第 76 条第 5号関係） 

⑥ 時間外労働の制限（則第 76 条第 6号関係） 

⑦ 深夜業の制限（則第 76 条第 7号関係） 

⑧ 育児のための所定労働時間の短縮措置（則第 76 条第 8 号関係） 

⑨ 始業時刻変更等の措置（則第 76 条第 9号関係） 

⑩ 介護のための所定労働時間の短縮措置（則第 76条第 10号関係） 

(ﾛ) 典型的な例 

① 解雇その他不利益な取扱い（法第 10 条（法第 16 条、第 16 条の

4及び第 16条の 7において準用する場合を含む。）、第 16条の 10、

第 18 条の 2、第 20 条の 2 及び第 23 条の 2 に規定する解雇その他

不利益な取扱いをいう。以下同じ。）を示唆するもの   

労働者が、制度等の利用の申出等をしたい旨を上司に相談した

こと、制度等の利用の申出等をしたこと又は制度等の利用をした

ことにより、上司が当該労働者に対し、解雇その他不利益な取扱

いを示唆すること。 

② 制度等の利用の申出等又は制度等の利用を阻害するもの 

客観的にみて、言動を受けた労働者の制度等の利用の申出等又

は制度等の利用が阻害されるものが該当すること。ただし、労働

者の事情やキャリアを考慮して、早期の職場復帰を促すことは制

度等の利用が阻害されるものに該当しないこと。 

(1) 労働者が制度等の利用の申出等をしたい旨を上司に相談し

たところ、上司が当該労働者に対し、当該申出等をしないよう

言うこと。 

(2) 労働者が制度等の利用の申出等をしたところ、上司が当該労

働者に対し、当該申出等を取り下げるよう言うこと。 
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(3) 労働者が制度等の利用の申出等をしたい旨を同僚に伝えた

ところ、同僚が当該労働者に対し、繰り返し又は継続的に当該

申出等をしないよう言うこと（当該労働者がその意に反するこ

とを当該同僚に明示しているにもかかわらず、更に言うことを

含む。）。 

(4) 労働者が制度等の利用の申出等をしたところ、同僚が当該労

働者に対し、繰り返し又は継続的に当該申出等を撤回又は取下

げをするよう言うこと（当該労働者がその意に反することを当

該同僚に明示しているにもかかわらず、更に言うことを含む。）。 

③ 制度等の利用をしたことにより嫌がらせ等をするもの 

客観的にみて、言動を受けた労働者の能力の発揮や継続就業に

重大な悪影響が生じる等当該労働者が就業する上で看過できない

程度の支障が生じるようなものが該当すること。 

労働者が制度等の利用をしたことにより、上司又は同僚が当該

労働者に対し、繰り返し又は継続的に嫌がらせ等（嫌がらせ的な

言動、業務に従事させないこと又は専ら雑務に従事させることを

いう。以下同じ。）をすること（当該労働者がその意に反すること

を当該上司又は同僚に明示しているにもかかわらず、更に言うこ

とを含む。）。 

(2) 事業主が職場における育児休業等に関する言動に起因する問題に関

し雇用管理上講ずべき措置の内容 

事業主は、職場における育児休業等に関するハラスメントを防止する

ため、雇用管理上次の措置を講じなければならないこと。なお、事業主

が行う育児休業等を理由とする不利益取扱い（就業環境を害する行為を

含む。）については、既に法第 10 条（法第 16 条、第 16 条の 4 及び第 16

条の 7 において準用する場合を含む。）、第 16 条の 10、第 18 条の 2、第

20 条の 2及び第 23 条の 2で禁止されており、こうした不利益取扱いを行

わないため、当然に自らの行為の防止に努めることが求められること。 

イ 事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発 

事業主は、職場における育児休業等に関するハラスメントに対する

方針の明確化、労働者に対するその方針の周知・啓発として、次の措

置を講じなければならないこと。 

なお、周知・啓発をするに当たっては、職場における育児休業等に

関するハラスメントの防止の効果を高めるため、その発生の原因や背

景について労働者の理解を深めることが重要であること。その際、職

場における育児休業等に関するハラスメントの発生の原因や背景には、
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(ⅰ)育児休業等に関する否定的な言動（他の労働者の制度等の利用の

否定につながる言動（当該労働者に直接行わない言動も含む。）をいい、

単なる自らの意思の表明を除く。以下同じ。）が頻繁に行われるなど制

度等の利用又は制度等の利用の申出等をしにくい職場風土や、(ⅱ)制

度等の利用ができることの職場における周知が不十分であることなど

もあると考えられること。そのため、これらを解消していくことが職

場における育児休業等に関するハラスメントの防止の効果を高める上

で重要であることに留意することが必要であること。 

(ｲ) 職場における育児休業等に関するハラスメントの内容（以下「ハ

ラスメントの内容」という。）及び育児休業等に関する否定的な言動

が職場における育児休業等に関するハラスメントの発生の原因や背

景になり得ること（以下「ハラスメントの背景等」という。）、職場

における育児休業等に関するハラスメントがあってはならない旨の

方針（以下「事業主の方針」という。）並びに制度等の利用ができる

旨を明確化し、管理・監督者を含む労働者に周知・啓発すること。 

（事業主の方針等を明確化し、労働者に周知・啓発していると認めら

れる例） 

① 就業規則その他の職場における服務規律等を定めた文書におい

て、事業主の方針及び制度等の利用ができる旨について規定し、

当該規定とあわせて、ハラスメントの内容及びハラスメントの背

景等を、労働者に周知・啓発すること。 

② 社内報、パンフレット、社内ホームページ等広報又は啓発のた

めの資料等にハラスメントの内容及びハラスメントの背景等、事

業主の方針並びに制度等の利用ができる旨について記載し、配布

等すること。 

③ ハラスメントの内容及びハラスメントの背景等、事業主の方針

並びに制度等の利用ができる旨を労働者に対して周知・啓発する

ための研修、講習等を実施すること。 

(ﾛ) 職場における育児休業等に関するハラスメントに係る言動を行

った者については、厳正に対処する旨の方針及び対処の内容を就業

規則その他の職場における服務規律等を定めた文書に規定し、管

理・監督者を含む労働者に周知・啓発すること。 

（対処方針を定め、労働者に周知・啓発していると認められる例） 

① 就業規則その他の職場における服務規律等を定めた文書におい

て、職場における育児休業等に関するハラスメントに係る言動を

行った者に対する懲戒規定を定め、その内容を労働者に周知・啓
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発すること。 

② 職場における育児休業等に関するハラスメントに係る言動を行

った者は、現行の就業規則その他の職場における服務規律等を定

めた文書において定められている懲戒規定の適用の対象となる旨

を明確化し、これを労働者に周知・啓発すること。 

ロ 相談（苦情を含む。以下同じ。）に応じ、適切に対応するために必要

な体制の整備 

事業主は、労働者からの相談に対し、その内容や状況に応じ適切か

つ柔軟に対応するために必要な体制の整備として、(ｲ)及び(ﾛ)の措置

を講じなければならず、また、(ﾊ)の措置を講ずることが望ましいこと。 

(ｲ) 相談への対応のための窓口（以下「相談窓口」という。）をあら

かじめ定めること。 

（相談窓口をあらかじめ定めていると認められる例） 

① 相談に対応する担当者をあらかじめ定めること。 

② 相談に対応するための制度を設けること。 

③ 外部の機関に相談への対応を委託すること。 

(ﾛ) (ｲ)の相談窓口の担当者が、相談に対し、その内容や状況に応じ

適切に対応できるようにすること。また、相談窓口においては、職

場における育児休業等に関するハラスメントが現実に生じている場

合だけでなく、その発生のおそれがある場合や、職場における育児

休業等に関するハラスメントに該当するか否か微妙な場合等であっ

ても、広く相談に対応し、適切な対応を行うようにすること。例え

ば、放置すれば就業環境を害するおそれがある場合や、職場におけ

る育児休業等に関する否定的な言動が原因や背景となって職場にお

ける育児休業等に関するハラスメントが生じるおそれがある場合等

が考えられること。 

（相談窓口の担当者が適切に対応することができるようにしていると

認められる例） 

① 相談窓口の担当者が相談を受けた場合、その内容や状況に応じ

て、相談窓口の担当者と人事部門とが連携を図ることができる仕

組みとすること。 

② 相談窓口の担当者が相談を受けた場合、あらかじめ作成した留

意点などを記載したマニュアルに基づき対応すること。 

(ﾊ) 職場における育児休業等に関するハラスメントは、妊娠、出産等

に関するハラスメント（事業主が職場における妊娠、出産等に関す

る言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置についての
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指針（平成 28 年厚生労働省告示第 312 号）に規定する「職場におけ

る妊娠、出産等に関するハラスメント」をいう。）、セクシュアルハ

ラスメント（事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関

して雇用管理上講ずべき措置についての指針（平成 18 年厚生労働省

告示第 615 号）に規定する「職場におけるセクシュアルハラスメン

ト」をいう。以下同じ。）その他のハラスメントと複合的に生じるこ

とも想定されることから、例えば、セクシュアルハラスメント等の

相談窓口と一体的に職場における育児休業等に関するハラスメント

の相談窓口を設置し、一元的に相談に応じることのできる体制を整

備することが望ましいこと。 

（一元的に相談に応じることのできる体制を整備していると認められ

る例） 

① 相談窓口で受け付けることのできる相談として、職場における

育児休業等に関するハラスメントのみならず、セクシュアルハラ

スメント等も明示すること。 

② 職場における育児休業等に関するハラスメントの相談窓口がセ

クシュアルハラスメント等の相談窓口を兼ねること。 

ハ 職場における育児休業等に関するハラスメントに係る事後の迅速か

つ適切な対応 

事業主は、職場における育児休業等に関するハラスメントに係る相談の

申出があった場合において、その事案に係る事実関係の迅速かつ正確

な確認及び適正な対処として、次の措置を講じなければならないこと。 

(ｲ) 事案に係る事実関係を迅速かつ正確に確認すること。 

（事案に係る事実関係を迅速かつ正確に確認していると認められる例） 

① 相談窓口の担当者、人事部門又は専門の委員会等が、相談を行

った労働者（以下「相談者」という。）及び職場における育児休業

等に関するハラスメントに係る言動の行為者とされる者（以下「行

為者」という。）の双方から事実関係を確認すること。 

また、相談者と行為者との間で事実関係に関する主張に不一致

があり、事実の確認が十分にできないと認められる場合には、第

三者からも事実関係を聴取する等の措置を講ずること。 

② 事実関係を迅速かつ正確に確認しようとしたが、確認が困難な

場合などにおいて、法第 52 条の 5に基づく調停の申請を行うこと

その他中立な第三者機関に紛争処理を委ねること。 

(ﾛ) (ｲ)により、職場における育児休業等に関するハラスメントが生

じた事実が確認できた場合においては、速やかに被害を受けた労働
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者（以下「被害者」という。）に対する配慮のための措置を適正に行

うこと。 

（措置を適正に行っていると認められる例） 

① 事案の内容や状況に応じ、被害者の職場環境の改善又は迅速な

制度等の利用に向けての環境整備、被害者と行為者の間の関係改

善に向けての援助、行為者の謝罪、管理・監督者又は事業場内産

業保健スタッフ等による被害者のメンタルヘルス不調への相談対

応等の措置を講ずること。 

② 法第 52条の 5に基づく調停その他中立な第三者機関の紛争解決

案に従った措置を被害者に対して講ずること。 

(ﾊ) (ｲ)により、職場における育児休業等に関するハラスメントが生

じた事実が確認できた場合においては、行為者に対する措置を適正

に行うこと。 

（措置を適正に行っていると認められる例） 

① 就業規則その他の職場における服務規律等を定めた文書におけ

る職場における育児休業等に関するハラスメントに関する規定等

に基づき、行為者に対して必要な懲戒その他の措置を講ずること。

あわせて、事案の内容や状況に応じ、被害者と行為者の間の関係

改善に向けての援助、行為者の謝罪等の措置を講ずること。 

② 法第 52条の 5に基づく調停その他中立な第三者機関の紛争解決

案に従った措置を行為者に対して講ずること。 

(ﾆ) 改めて職場における育児休業等に関するハラスメントに関する

方針を周知・啓発する等の再発防止に向けた措置を講ずること。 

なお、職場における育児休業等に関するハラスメントが生じた事実が

確認できなかった場合においても、同様の措置を講ずること。 

（再発防止に向けた措置を講じていると認められる例） 

① 事業主の方針、制度等の利用ができる旨及び職場における育児

休業等に関するハラスメントに係る言動を行った者について厳正

に対処する旨の方針を、社内報、パンフレット、社内ホームペー

ジ等広報又は啓発のための資料等に改めて掲載し、配布等するこ

と。 

② 労働者に対して職場における育児休業等に関するハラスメント

に関する意識を啓発するための研修、講習等を改めて実施するこ

と。 

ニ 職場における育児休業等に関するハラスメントの原因や背景となる

要因を解消するための措置 
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事業主は、職場における育児休業等に関するハラスメントの原因や

背景となる要因を解消するため、(ｲ)の措置を講じなければならず、ま

た、(ﾛ)の措置を講ずることが望ましいこと。 

なお、措置を講ずるに当たっては、 

(ⅰ) 職場における育児休業等に関するハラスメントの背景には育児

休業等に関する否定的な言動もあるが、当該言動の要因の1つには、

労働者が所定労働時間の短縮措置を利用することで短縮分の労務提

供ができなくなること等により、周囲の労働者の業務負担が増大す

ることもあることから、周囲の労働者の業務負担等にも配慮するこ

と 

(ⅱ) 労働者の側においても、制度等の利用ができるという知識を持

つことや周囲と円滑なコミュニケーションを図りながら自身の制度

の利用状況等に応じて適切に業務を遂行していくという意識を持つ

こと 

のいずれも重要であることに留意することが必要である。 

(ｲ) 業務体制の整備など、事業主や制度等の利用を行う労働者その

他の労働者の実情に応じ、必要な措置を講ずること（派遣労働者

にあっては、派遣元事業主に限る。）。 

（業務体制の整備など、必要な措置を講じていると認められる例） 

① 制度等の利用を行う労働者の周囲の労働者への業務の偏りを

軽減するよう、適切に業務分担の見直しを行うこと。 

② 業務の点検を行い、業務の効率化等を行うこと。 

(ﾛ) 労働者の側においても、制度等の利用ができるという知識を持

つことや、周囲と円滑なコミュニケーションを図りながら自身の

制度の利用状況等に応じて適切に業務を遂行していくという意識

を持つこと等を、制度等の利用の対象となる労働者に周知・啓発

することが望ましいこと（派遣労働者にあっては、派遣元事業主

に限る。）。 

（周知・啓発を適切に講じていると認められる例） 

① 社内報、パンフレット、社内ホームページ等広報又は啓発の

ための資料等に、労働者の側においても、制度等の利用ができ

るという知識を持つことや、周囲と円滑なコミュニケーション

を図りながら自身の制度の利用状況等に応じて適切に業務を遂

行していくという意識を持つこと等について記載し、制度等の

利用の対象となる労働者に配布等すること。 

② 労働者の側においても、制度等の利用ができるという知識を
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持つことや、周囲と円滑なコミュニケーションを図りながら自

身の制度の利用状況等に応じて適切に業務を遂行していくとい

う意識を持つこと等について、人事部門等から制度等の利用の

対象となる労働者に周知・啓発すること。 

ホ イからニまでの措置とあわせて講ずべき措置 

イからニまでの措置を講ずるに際しては、あわせて次の措置を講じなけ

ればならないこと。 

(ｲ) 職場における育児休業等に関するハラスメントに係る相談者・行

為者等の情報は当該相談者・行為者等のプライバシーに属するもの

であることから、相談への対応又は当該育児休業等に関するハラス

メントに係る事後の対応に当たっては、相談者・行為者等のプライ

バシーを保護するために必要な措置を講ずるとともに、その旨を労

働者に対して周知すること。 

（相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講

じていると認められる例） 

① 相談者・行為者等のプライバシーの保護のために必要な事項を

あらかじめマニュアルに定め、相談窓口の担当者が相談を受けた

際には、当該マニュアルに基づき対応するものとすること。 

② 相談者・行為者等のプライバシーの保護のために、相談窓口の

担当者に必要な研修を行うこと。 

③ 相談窓口においては相談者・行為者等のプライバシーを保護す

るために必要な措置を講じていることを、社内報、パンフレット、

社内ホームページ等広報又は啓発のための資料等に掲載し、配布

等すること。 

(ﾛ) 労働者が職場における育児休業等に関するハラスメントに関し

相談をしたこと又は事実関係の確認に協力したこと等を理由として、

不利益な取扱いを行ってはならない旨を定め、労働者に周知・啓発

すること。 

（不利益な取扱いを行ってはならない旨を定め、労働者にその周知・

啓発することについて措置を講じていると認められる例） 

① 就業規則その他の職場における職務規律等を定めた文書におい

て、労働者が職場における育児休業等に関するハラスメントに関

し相談をしたこと、又は事実関係の確認に協力したこと等を理由

として、当該労働者が解雇等の不利益な取扱いをされない旨を規

定し、労働者に周知・啓発をすること。 

② 社内報、パンフレット、社内ホームページ等広報又は啓発のた
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めの資料等に、労働者が職場における育児休業等に関するハラス

メントに関し相談をしたこと、又は事実関係の確認に協力したこ

と等を理由として、当該労働者が解雇等の不利益な取扱いをされ

ない旨を記載し、労働者に配布等すること。 

 

15 法第 26 条の規定により、その雇用する労働者の配置の変更で就業の場所

の変更を伴うものをしようとする場合において、当該労働者の子の養育又

は家族の介護の状況に配慮するに当たっての事項 

配慮することの内容としては、例えば、当該労働者の子の養育又は家族

の介護の状況を把握すること、労働者本人の意向をしんしゃくすること、

配置の変更で就業の場所の変更を伴うものをした場合の子の養育又は家族

の介護の代替手段の有無の確認を行うこと等があること。 

 

16 派遣労働者として就業する者に関する事項 

(1) 派遣労働者として就業する者については、労働契約関係は派遣元事業

主と派遣労働者との間にあるため、派遣元事業主は、当該労働者に対し、

法の規定に基づく措置を適切に講ずる責任があることに留意すること。 

(2) 解雇その他不利益な取扱いとなる行為には、例えば、派遣労働者とし

て就業する者について、労働者派遣の役務の提供を受ける者が当該派遣

労働者に係る労働者派遣の役務の提供を拒むことが該当すること。 

(3) 次に掲げる場合には(2)の派遣労働者として就業する者について、労

働者派遣の役務の提供を受ける者が当該派遣労働者に係る労働者派遣の

役務の提供を拒むことに該当すること。 

イ 育児休業の開始までは労働者派遣契約に定められた役務の提供がで

きると認められるにもかかわらず、派遣中の派遣労働者が育児休業の

取得を申し出たことを理由に、労働者派遣の役務の提供を受ける者が

派遣元事業主に対し、当該派遣労働者の交替を求めること。 

ロ 労働者派遣契約に定められた役務の提供ができると認められるにも

かかわらず、派遣中の派遣労働者が子の看護休暇を取得したことを理

由に、労働者派遣の役務の提供を受ける者が派遣元事業主に対し、当

該派遣労働者の交替を求めること。 

(4) 派遣元事業主は、派遣労働者が育児休業から復帰する際には、当該派

遣労働者が就業を継続できるよう、当該派遣労働者の派遣先に係る希望

も勘案しつつ、就業機会の確保に努めるべきであることに留意すること。 

 


